
コンタクトレンズ検査料に関するお知らせ 

1. 初診料および外来診療料 

コンタクトレンズの装用を目的としている方で初診に該当する方は初診料

291点、再診に該当する方は外来診療料76点を算定いたします。 

なお、当院で過去に「コンタクトレンズ検査料」を算定したことがある方

は、外来診療料での算定となります。 

 

2. 検査料の区分および点数 

コンタクトレンズ検査料1・200点 

 

3. コンタクトレンズ診療を行っている医師の氏名および眼科診療経験 

丹羽慶子・31年 

 

上記について、ご不明な点がございましたら職員までおたずねください。 
旭労災病院 

受
付 

6年4月1日 

掲
示 

自 6年4月1日 
至  年 月 日 


